
国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員の給与に関する支給細則の一部改正を改正する細則 

国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員の給与に関する支給細則（１７経教細則第７号）の一部を次のとおり改正する。 

現行 改正案 備考 

国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員の給与に

関する支給細則 

  平成１７年4月２８日

１７経教 細則第７号

 

 

第１条～第８条 省略 

 

（期末手当） 

第８条 略 

２ 期末手当の額は、第５条の規定により受けることとなる俸給月額を基礎として、

６月に支給する場合においては１００分の２１１、１２月に支給する場合において

は１００分の２３１を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額に専門職員に定

められた一週当りの勤務時間を４０で除して得た割合を乗じて得た額とする。 

 

在 職 期 間 割   合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

３箇月未満 １００分の３０ 

３ 省略 

 

 

附 則 略 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第８条 省略（現行どおり） 

 

（期末手当） 

第８条 略 

２ 期末手当の額は、第５条の規定により受けることとなる俸給月額を基礎として、

６月に支給する場合においては１００分の２１１、１２月に支給する場合において

は１００分の２３２．２を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額に専門職員

に定められた一週当りの勤務時間を４０で除して得た割合を乗じて得た額とする。

 

在 職 期 間 割   合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

３箇月未満 １００分の３０ 

３ 省略（現行どおり） 

 

 

附 則 略 

  

 

附 則（２０細則第１号） 

この細則は、平成２０年３月３日から施行し、平成１９年１２月１日から適用する。 


